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ラジオフチューズ（FMラジオフチューズ（FM８７．８７．４４MHzMHz）で広報ラジオ番組）で広報ラジオ番組「「国分寺配信中国分寺配信中」」を毎週水曜日午後を毎週水曜日午後９９時時１５１５分～放送　アプリ分～放送　アプリ「「リスラジリスラジ」」で聴くこともできますで聴くこともできます

今月の市税

お近くの金融機関などで納付をお願いします〔ゆうちょ銀行（郵便局）では納
期限後は納付できません〕／市税を納付いただくときは、税目・期別を確認し
てください／市税の納付は、便利な口座振替をご利用ください／バーコー
ド、確認番号などが付いている納付書はコンビニエンスストア・スマートフ
ォン決済アプリ（モバイルレジ・PayPay・au PAY・d払い・J-Coin）・クレジッ
トカード（インターネット利用）でも納付いただけます（納期限まで）。詳しい
納付方法はお問い合わせください

税目 納期限
市・都民税（第２期）

８月31日(水）軽自動車税（随時期)
国民健康保険税（第２期）

 →納税課（内553）

■休日納税窓口
　市税のほか、納期限内のもので納付書をお持ちいただいたものに限り、負
担金・使用料なども納付できます。また、納税相談もできます

日時 ８月13日（土）
８:30～1２:00

場所 納税課（市役所第1庁舎）

z新型コロナウイルス感染症の状況で相談方法を変更する場合あり。詳しくは問い合わせ先へ

8月の無料相談（祝日を除く） （＊）印は予約制

内容 日程 時間 会場 問い合わせ

法律相談（＊） 火・金曜日
（30日を除く）

13：30～16：30
市民相談室

（市役所第4庁舎）

政策法務課
市民相談室
（内２２２）

税務相談（＊） 10日（水）

登記相談（＊） 1日（月）

不動産・空き家等相談（＊） ８日（月）

行政苦情相談（＊） 3日（水）

遺言・相続などの書類
作成相談（＊） 15日（月）

年金・労災・雇用保険・
労務相談（＊） 1８日（木）

マンション管理相談（＊） ２5日（木）

交通事故相談（＊） 4日・9月1日（木） 13：30～16：00

消費生活相談 月～金曜日 9：30～1２：00・
13：00～15：30

消費生活相談室
（市役所第4庁舎）

経済課
（内２２4）

教育相談・就学相談
（面談は予約制） 火～土曜日 10：00～17：00

（木曜日は19：00まで）

「電話相談」専用電話（随時）
☎（04２）573-4375

教育相談室（予約電話）
☎（04２）573-4376

内容 日程 時間 会場 問い合わせ
身近な人権相談（＊） 1８日（木） 13：00～16：00

男女平等推進
センター相談室

（ひかりプラザ内）
※にじいろ相談・
女性のためのカウ
ンセリングは電話
での相談可

人権平和課
☎（04２）573‐437８
asoudan@city.ko
kubunji.tokyo.jp

にじいろ相談（＊）
（性的指向・性自認に
関すること）

17日（水） 17：00～２0：00

女性法律相談（＊） 1８日(木)
13：30～16：30女性のための

カウンセリング（＊） 9日・２3日(火)

女性の悩みごと相談
（女性への暴力など）

月～金曜日

9：00～1２：00・
13：00～17：00

（受付＝16：00まで）

人権平和課
相談専用電話

☎（04２）573‐434２
asoudan@city.kok

ubunji.tokyo.jp
犯罪被害者等支援相談（＊）

母子父子・女性福祉相談（＊） 9：00～17：00
（受付＝16：00まで）

生活福祉課（市役所第２庁舎）
（内533）

心の健康相談（＊） ２5日(木） 13：30～16：30 いずみプラザ 障害福祉課
（内5２２）

オンブズパーソンへの
面談による申立日（＊）

火曜日
（30日を除く） 9：00～1２：00

オンブズパーソン
相談室

（市役所第4庁舎）

オンブズパーソン
事務局

（内559）

高齢者就業相談（＊）
対おおむね60歳以上 月～金曜日 9：00～16：30 福祉センター

シルバー 
人材センター
☎(04２)3２5－4011

ふくし法律相談（＊） ２5日（木）
13：30～16：30 権利擁護センターこくぶんじ

☎（04２）5８0-0570成年後見専門相談（＊） 4日（木）
福祉サービス総合相談 月～金曜日 9：00～17：00
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t個人番号カードを申請していて交付通知書が届いている方

z カード申し込み後に氏名・住所が変更になった方は市民課（市役所第1庁
舎）でのみ交付可。臨時窓口開設日は、電子証明書更新手続きなどにお時
間をいただくことがあります
� →市民課（内318）

cocobunji
市民サービスコーナー

国立駅前
市民サービスコーナー

交付日時 ８月①17日②２4日③31日（水）
9:00～1８:30

８月①1８日②２5日（木）
9:00～17:00

申込期間
８月２日（火）～①15日②２２日
③２9日（月）（土日祝日を除く）
9:00～1２:00・14:00～17:00

８月２日（火）～①16日②２3日
（火）（土日祝日を除く）
9:00～1２:00・14:00～17:00

定員 各２0人 各17人

申込先 市民課予約専用ダイヤル☎（04２）3２5-0２２5または☎（04２）
3２5-0２64へ※先着順

予約制 予約制  個人番号カード交付臨時窓口 個人番号カード交付臨時窓口

m�9：00～17：00(1２：00～13：00、土日祝日を除く)に申請書・計画書などを直接協働コ
ミュニティ課(国分寺駅北口事務所)へ
募�集要項・申請書配布同課で※市HP 検索100２８10(集会場設置事業等補助制度)、10

0953８(掲示板設置事業等補助制度)からダウンロード可
z令和5年3月31日までに事業の実施、完了するものが対象

　自治会・町内会が設置する集会場の備品購入や掲示板の建て替えなどの費用を下表の
とおり補助します。

→協働コミュニティ課☎(042)325-1991

自治会・町内会に対する補助制度自治会・町内会に対する補助制度
８月1日（月）から受付開始

集会場・掲示板の対象経費と補助金額

区分 対象経費 補助金額（千円単位）

集会場

備品購入費（会議用机・いす
・冷暖房機器に限る） 費用の3分の２以内で、上限300,000円

集会場・備品の修繕費 費用の3分の２以内で、上限100,000円

掲示板
（1基当たり）

掲示板の新設費・建て替え
費

○ 自治会が材料を購入し新設・建て替え＝40,000
円を限度とした材料費の全額

○ 業者委託＝費用の3分の２以内で、上限60,000円

掲示板の修繕費・移設費
○ 自治会が材料を購入し修繕・移設＝２0,000円を

限度とした材料費の全額
○ 業者委託＝費用の3分の２以内で、上限２0,000円


